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重要なお知らせ 

※専任の宅地建物取引士の本籍地の御確認をお願いします※ 

 

 

 

 

 

 

 

従来までは、市区町村から発行された『身分証明書』に記載の本籍地

をもとに役員や専任の宅地建物取引士等の暴力団照会等を行っていまし

たが、令和６年５月 25 日からは、専任の宅地建物取引士に限り、宅地

建物取引士資格登録簿に登録されている本籍地をもとに暴力団照会等を

行います。 
 
 そのため、専任の宅地建物取引士の現在の本籍地と宅地建物取引士資

格登録簿に登録されている本籍地が異なる場合（本籍の変更手続きを行

っていない場合）は、暴力団照会等の手続きがやり直しとなるため、免

許手続きが一旦停止となります。 
 
 「免許申請」又は「専任の宅地建物取引士の就任にかかる変更届」を

提出する際は、専任の宅地建物取引士の現在の本籍地と宅地建物取引士

資格登録簿に登録されている本籍地が合っているかを御確認の上、本籍

地が異なる場合は、速やかに宅地建物取引士資格登録簿の変更申請手続

きを行ってください。 

◎免許申請等で提出を求めていた専任の宅地建物取引士の『身分証明書』 

及び『登記事項証明書（登記されていないことの証明書）』については、 

令和６年５月 25 日から提出不要になりました。 
 

※ただし、専任の宅建士が事務所の代表者や役員、政令使用人等を兼任している場合は、 
提出が必要です。 

【宅地建物取引士資格登録簿に登録されている本籍地の確認先】 

群馬県 県土整備部 住宅政策課 宅建業係（電話 027-226-3525） 
※専任の宅地建物取引士である御本人でないと登録情報をお伝えすることができません。 

必ず、御本人から住宅政策課宅建業係宛てにお問い合わせください。 



◆新規免許について
宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県

知事の免許を受けることが必要です。

１の都道府県に事務所を設置する場合は都道府県知事の免許を、

２以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣の免許を

受けることになります。なお、免許の有効期間は５年です。

（宅地建物取引業法第３条第１項及び第２項）

※欠格要件に該当する者は、免許を受けることができません。

（欠格要件の詳細は、次頁参照）

◆免許更新について
宅地建物取引業の免許更新は、免許有効期間満了日の９０日前か

ら３０日前までに手続きを行ってください。

（宅地建物取引業法第３条第３項及び同施行規則第３条）

※免許の有効期間を経過したときは、免許の更新ができません

のでご注意ください。営業を継続しようとする場合は、新規

免許を受けなければなりません。この場合は、免許されるま

での間は営業できません。

◆変更届の提出について
宅地建物取引業法第８条第２項第２号から第６号までに掲げる事

項について変更があった際には、国土交通省令の定めるところによ

り３０日以内に免許庁へ届け出なくてはなりません。

届出の際には43ページの変更届出等書類一覧説明書にしたがって

書類をそろえて土木事務所に提出してください。

※宅地建物取引士資格登録の変更申請等（宅地建物取引士自身が

行う手続き）は、群馬県県土整備部 住宅政策課 宅建業係へ直接

提出してください。

※免許業者の変更届によって、宅地建物取引士資格登録は自動的

に変更となりません。別途、変更手続を行ってください。
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１．宅地建物取引業について

（宅地建物取引業法第２条、第３条）

１．宅地建物取引業を営もうとする者は免許を受けなければなりません。

（１） 宅地又は建物の売買又は交換をする行為を業として営もうとする者
（２） 宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介をする行為を業として営もうと

する者

（宅地建物取引業法第５条）

２．免許を受けようとする者が次の事項の一に該当する場合には、免許は

受けられません。

（１） 免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若し
くは重要な事実の記載が欠けている場合

（２） 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
（３） 宅地建物取引業法（以下「法」という。）第６６条第１項第８号又は第９号に該当

することにより免許を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない者（当該免
許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び
場所の公示の日前６０日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役又はこ
れらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問
わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれに準ずる者と同等以上の支配
力を有するものと認められる者を含む。この条、第１８条第１項、第６５条第２項及
び第６６条第１項において同じ。）であった者で当該取消しの日から５年を経過しな
いものを含む。）

（４） 法第６６条第１項第８号又は第９号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日
及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する
日までの間に法第１１条第１項第４号又は第５号の規定による届出があった者（解散
又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で当該届出の日か
ら５年を経過しないもの

（５） (4)に規定する期間内に合併により消滅した法人又は法第１１条第１項第４号若し
くは第５号の規定による届出があった法人（合併、解散又は宅地建物取引業の廃止に
ついて相当の理由がある法人を除く。）の(4)の公示の日前６０日以内に役員であっ
た者で当該消滅又は届出の日から５年を経過しないもの

（６） 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
った日から５年を経過しない者

（７） 宅地建物取引業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定
（同法第３２条の２第７項の規定を除く。）に違反したことにより、又は刑法第２０
４条（傷害）、第２０６条（傷害助勢）、第２０８条（暴行）、第２０８条の３（凶
器準備集合）、第２２２条（脅迫）若しくは第２４７条（背任）の罪若しくは暴力行
為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行
を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者

（８） 免許申請前５年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
（９） 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
（10） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員

又は同号に規定する暴力団員ではなくなった日から５年を経過しない者
（11） 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前記

(2)から(10)までのいずれかに該当するもの
（12） 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに前記(2)から(10)までのいずれか

に該当する者のあるもの（※政令で定める使用人とは、宅地建物取引業者の使用人で、
宅地建物取引業法に定める事務所を代表する者）

（13） 個人で、政令で定める使用人のうちに前記(2)から(10)までのいずれかに該当する
者のあるもの

（14） 事務所について法第３１条の３に規定する要件を欠く者（事務所ごとに、宅地建物
取引業者の業務に従事する者５名につき１名以上の割合の成年者である専任の宅地建
物取引士を設置していないもの。）
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２．専任の宅地建物取引士について

専任の宅建士は、一つの事務所において業務に従事するもの５名につき１名以上の割合で設置
しなければなりません。
専任の宅建士として認められるためには、以下の二つの要件を満たさなければなりません。
①「常勤性」…当該事務所に常勤していること。
②「専従性」…専ら宅建業に従事していること。

次の場合に該当する方は専任の宅建士に就任することができません。
①他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任している方
②他の職業に従事している方
③社会通念上、事務所への通常の通勤が可能であるとみなせない場所に住んでいる方
④社会通念上、営業時間に事務所に勤務することができない状態にある方
※申請会社の監査役が、当該申請会社の専任の宅建士を兼任することはできません。

Ａ社・Ｂ社の代表者をＤ氏が務める場合
①Ｄ氏がＡ社常勤の場合は、Ｂ社非常勤となる。
②Ｂ社には、「政令で定める使用人」を置かなければならない。
③Ｄ氏はＡ社、Ｂ社ともに「専任の宅建士」にはなれない。
③Ａ社・Ｂ社のいずれの「従事者名簿」にもＤ氏を載せなければならない。
※上記の場合、Ａ社の免許申請手続きを提出する際には、Ｂ社が作成したＤ氏の「非常勤証明
書」をＡ社の免許申請書に添付する。
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３ ． 政 令 で 定 め る 使 用 人 に つ い て

政令で定める使用人とは、宅地建物取引業法施行例第２条の２で定められた使用人（以下、政
令使用人）のことです。
政令使用人は事務所の代表者で、契約を締結する権限を有する使用人のことを言い、通常は支

店長、営業所長などが該当します。

政令使用人を置かなければならない場合
免許申請者である代表取締役が常勤する場合は、別の方を政令使用人として設置する必要はあ

りませんが、代表取締役が常勤しない本店、支店等の場合は政令使用人を設置する必要がありま
す。なお、政令使用人は事務所に常勤することが必要です。専任の宅建士が兼任することもでき
ます。

Ｃ社に、Ｃ社の支店を設ける場合
①代表取締役が本店常勤の場合、Ｃ社支店には「政令使用人」を置かなければならない。
②代表取締役は、本店の「専任の宅建士」にはなれるが、支店の「専任の宅建士」にはなれない。
③代表取締役が支店の「専任の宅地建物取引士」になる場合は、本店に「政令使用人」と 別の
「専任の宅建士」を置く必要がある。

- 3 -



４ ． 事 務 所 の 形 態 に つ い て

事務所は、継続的に業務を行うことができる独立した空間であることが必要です。住居の一部
を事務所とすること、一つの部屋に他の法人等と同居する形態は原則として認めておりません。
ただし、下記の全てを満たしている場合は、事務所として認めています。

① 住居の一部を事務所とする場合
◆ 外部から事務所に直接入れる出入口がある。
◆ 他の部屋とは壁で間仕切りされている。
◆ 内部が事務所としての形態を整えており、事務所としてのみ使用している。
◆ 管理規約、使用細則等で事務所として使用することを禁じていない。（居住と

兼用のマンションの場合）
（認めている例）

入口

居 間 事 務 所

玄
関

台 所

② 同一の部屋に他の法人等と同居している事務所の場合
◆ Ａ社、Ｂ社ともに出入口は別にある。
◆ Ａ社、Ｂ社とも相互に独立しており、他社を通ることなく業務ができること。
◆ Ａ社、Ｂ社間は固定式の間仕切りがあること。

（認めている例）

入口 共 通 の 通 路

Ｂ 社 Ａ 社

※ 上記①、②の場合、平面図と写真を別途提出していただきます。

平面図 事務所の位置を確認するため、部屋全体がわかる図面を提出してください。

写 真 (1)住居の一部の場合
入口から事務所までの経路がわかる写真と、事務室の入口に、”事務所”

である旨の表示（商号、事務所等）のある写真を場所を変えて何枚か撮っ
てください。

(2)他社と同居の場合
出入口が別であることが確認できる写真、間仕りされていることが確認で

きる写真をそれぞれ場所を変えて何枚か撮影してください。
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５．免許申請のフローチャート

書 類 作 成 （正本１部・副本１部）

免許申請書受付 副本に土木事務所の収受印を押印してもらい、返却を受けてください。
（土木事務所） 返信用封筒（免許証郵送用）を添付してください。

審 査 （ 住宅政策課 ） 書 類 不 備
欠格条項等についての書類審査 書 類 の 補 正
および要件調査等 補 正

免 許 （ 住宅政策課 ）

免 許 の 通 知 （ ハ ガ キ ）
免 許 証 交 付 （ 郵 送 ）

（ 住宅政策課 ）

新 規 の 場 合

更 営業保証金の
供 託

新
宅地建物取引業

の 保証協会への加入

場 供託の届出
（土木事務所）

合

完了前に営業を開始すると、
処分されることがあります。

営 業 継 続 （更 新） 営 業 開 始 （新 規）

※新しい免許証の免許日以前は、前の免許 ※業者票および報酬額表を用意し、掲示してく
番号で業務を行ってください。 ださい。

※ 新規の免許申請後、免許がされる前までの期間に申請内容に変更（役員、専任の宅地建物
取引士、政令で定める使用人、事務所等）が生じた場合は原則として申請の取り下げをして
いただくことになります。変更が予定される場合は事前にご相談ください。
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６．書類作成の手順
申請前にやっておくこと

【業 者】 更新の前に届出事項に変更がないか確認します。

・変更届は、変更が生じた日から３０日以内に提出しなければなりません。

・本人がお持ちの控えで確認してください。

・変更事項がある場合は、「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」を作成

し、提出してください。

・提出先：管轄の土木事務所へ提出してください。

【宅地建物取引士本人】 宅地建物取引士資格登録の内容に変更がないか確認しま

す。

・宅地建物取引士資格登録の内容（住所、本籍、氏名、勤務先、免許証番号等）に

変更があった場合には、遅滞なく「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」に

必要な添付書類を添えて、登録をした都道府県知事あてに提出してください。

・宅地建物取引業者の方が行う免許申請手続き又は変更届等によって、宅地建物取

引士個人の登録簿の内容が自動的に変更になることはありません。

・提出先：県土整備部 住宅政策課 宅建業係へ直接提出してください。

（ただし、群馬県で登録をされている方の場合）

・書 類 を 揃 え る ７ページの表にしたがって書類を集めます。書類は法令様式（書き

込む書類）と添付する書類とに大別されます。

・法令様式の記載については、13ページ以降を参照してください。

・添付する書類については、下記の点にご注意ください。

(1) 証明書類等は、受付日現在で発行から３カ月以内のものを

使用してください。

(2) 代表者、役員が専任の宅地建物取引士を兼ねる場合は、身

分証明書、東京法務局の登記事項証明書、略歴書は１枚で

結構です。

・作 成 す る 部 数 正本１部、副本１部の合計２部。

※副本については、コピーで構いません。

・申 請 手 数 料 群馬県収入証紙 ３３，０００円を貼付

（申請手数料は改定されることがあります。なお、受付後は返還さ

れません。）

・書類が揃ったら ７ページの表に掲載されている順番に書類をならべて、左側に２つ

穴を開けてとじひもで綴じてください。（ステープラは不可）

※書類のほかに、返信用封筒を用意してください。

（角２封筒に宛先明記の上、４９０円分の切手を貼付。）

・提 出 期 間 免許有効期間満了日の９０日前から３０日前までの間に行ってくだ

（更新の場合） さい。（宅地建物取引業法施行規則第３条）

・提 出 先 事務所本店を管轄する土木事務所（56ページ参照）

※本店が移転した場合は新所在地の土木事務所へ提出

※大臣免許の場合は、関東地方整備局へ直接提出
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７．免許申請に必要な書類一覧（とじ順）
◎ 書類は、この順番に綴じてください。

添付の有無

順番 書 類 の 名 称 手引き

法人 個人 該当ﾍﾟｰｼﾞ

１ 免許申請書（第１面～第５面） ○ ○ P8･13～18

２ 案内図 ○ ○ P8･19

３ 宅地建物取引業経歴書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥添付書類(1) ○ ○ P8･20～21

４ 納税証明書（様式その１・納税額用） ○ ○ P9

５ 決 算 書 ○ × P9･22

６ 誓 約 書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥添付書類(2) ○ ○ P9

７ 専任の宅地建物取引士設置証明書‥‥‥‥‥‥添付書類(3) ○ ○ P9

８ 宅地建物取引士証の写し ○ ○ P9

９ 相談役・顧問 ○ × P9
５％以上の株主（出資者）の名簿‥‥‥‥‥‥添付書類(4)

１０ 略 歴 書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥添付書類(6) ○ ○ P10･23

１１ 身分証明書 ※外国籍の方は「誓約書」と住民票 ○ ○ P10･24

１２ 法務局の登記事項証明書（登記されていないことの証明書） ○ ○ P10･25～26

１３ 登記事項証明書(商業登記簿謄本) ○ × P10

１４ 住 民 票 （個人番号が記載されていないもの） × ○ P10

１５ 資産に関する調書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥添付書類(7) × ○ P10･27

１６ 宅地建物取引業に従事する者の名簿‥‥‥‥‥添付書類(8) ○ ○ P11･28

１７ 事務所を使用する権原に関する書面‥‥‥‥‥添付書類(5) ○ ○ P11･29

１８ 事務所の写真（カラー） ○ ○ P11･30

１９ 事務所の平面図 ○ ○ P12･38

２０ 返信用封筒（角２封筒に宛先明記、４９０円分の切手貼付） ○ ○ P12
※ 返信用封筒は、綴じ込む必要はありません。

※ レターパックライト（青色）は不可
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順番 書 類 の 名 称 と 説 明

１ 免 許 申 請 書 １３～１８頁参照

第１面から第４面までは、後述の記載例にしたがって記入すること。

第５面には、群馬県収入証紙３３，０００円を貼付すること。

（申請手数料は、改定されることがあります。）

２ 案 内 図 １９頁参照

目標物等から事務所までの案内図で見やすいものにすること。途中の目印・目標物

となる建物と、事務所の位置と方位も記入する。市販の住宅地図、インターネット上

の地図等のコピーでもかまいません。

３ 宅 地 建 物 取 引 業 経 歴 書 ＜添付書類１＞ ２０～２１頁参照

※実績がなくても添付すること

(1) 事業の沿革：

①最初の免許の欄は、新規で免許を受けたときの免許年月日と免許権

者を記入すること。(新規申請の場合は「新規」と記入)

第 ②免許換えの場合は免許換え前の免許取得年月日、「免許換え」と記

入し、その免許の種類と免許番号を組織変更欄に記入すること。

③合併又は商号若しくは名称を変更した場合は、組織変更欄に記入す

ること。

一 (2) 事業の実績：実績を記入する期間は、定款に定めている事業年度により、

過去５年分を記入すること。

① 新規申請の場合は、記入しないこと。

② 各年度の期間は、決算書・納税証明書の期間と同じにすること。

・「個人」の期間は、暦年（１月１日から１２月３１日）に合わ

面 せること。

・今回初めての更新で、免許を取得してから直近の決算期の決算

が申請時に到来していない場合は、決算が終了している期まで

での業経歴の記入でよい。

③「代理又は媒介」の欄については、主に売買・賃貸等の仲介につ

いてその手数料収入と件数を記入すること。また、売買につい

ては価格も記入すること。

※実績がなくても添付すること

第 ④「売買・交換の実績」の欄については、上記(2)-①及び(2)-②と

同じ。なお、下段の備考欄も参照のこと。

二 ※記載された価格や手数料は決算書（法人）と照合するので一

致しない場合は、決算書に（ ）で、うち数として記入する

面 こと。
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４ 納 税 証 明 書

税務署の発行する申請直前１年分の納税証明書（様式その１・納税額用）で決算書

及び業経歴の期間と同じであること。

法人の場合は法人税、個人の場合は申請者本人の所得税の納税証明書で、必ず申告

済のものであること。(新設法人で決算期未到来の場合は添付不要。)

・新規申請で個人業者……税務署が発行する直前１年分の所得税の納税証明書

・ 〃 給与所得者…市区町村発行の直前１年分の課税証明書。又は直前１年

分の源泉徴収票（代表者印のあるもの。）

５ 決 算 書 ２０～２１頁参照

申請直前１年分の貸借対照表と損益計算書を添付すること。

「３」の業経歴書に記載された価格と照合するので、業経歴書の数字と決算書の数

字が一致しない場合は必ず（ ）でうち書きして、業経歴書の数字が、どこに含まれ

ているのかを明記すること。

(注 ) 新設法人の場合は、設立年月日を記入した開始貸借対照表を添付すること。

６ 誓 約 書 ＜添付書類２＞

宅地建物取引業者の代表者、役員等が、宅地建物取引業法第５条第１項各号に該当

しない旨の誓約で、法人の代表者が一括して誓約したもの。

７ 専任の宅地建物取引士設置証明書 ＜添付書類３＞

宅地建物取引業法第３１条の３第１項に規定する要件（宅地建物取引業に従事する

者５名につき１名の割合で専任の宅地建物取引士を設置すること。）を備えているこ

とを証する書面。

８ 宅 地 建 物 取 引 士 証 の 写 し

宅地建物取引士の顔が確認できるように鮮明に複写したもの。

住所変更があったときは、裏書き済みであることがわかるよう宅地建物取引士証の

裏面もコピーして添付すること。

９ 相談役・顧問及び株主の名簿 ＜添付書類４＞

（第一面・第二面）

・相談役や顧問を委嘱している場合に記入する。(顧問弁護士・税理士は不要。)

・該当する者がいない場合は、右上余白に『該当なし』と記入する。

・株主については、５％以上の株主又は出資者の氏名・住所・株式の数・出資額・

持分割合等を記入すること。

・申請者本人が100%株主であっても、その内容を記載すること。

・株主が法人の場合も記入すること。

・役名コードは、相談役：１１、顧問：１２
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10 略 歴 書 ＜添付書類６＞ ２３頁参照

・申請者、法人の場合は役員全員（監査役含む。）、政令使用人、専任の宅建士、

相談役・顧問について提出すること。

・略歴欄は現在に至るまで正しく詳細に記入し、就職又は退職（法人役員の就任・

退任）年月日を必ず記入すること。（省略はしないこと。）

11 身 分 証 明 書 （３ヶ月以内に発行されたもの） ２４頁参照

・本籍地の市区町村が発行したもので、申請者、役員、政令使用人、相談役・顧問

について添付すること。

※専任の宅建士については不要。ただし、専任の宅建士が事務所の代表者や役員、

政令使用人等を兼任している場合は、添付が必要。

※外国人の場合は、本人が「成年被後見人及び成年被保佐人と見なされる者ではな

く、かつ、破産者でもない旨」を誓約した書面(P21)と、住民票(個人番号が記載

されていないもので、在留カード番号が記載されているもの)を添付すること。

12 法務局の登記事項証明書（登記されていないことの証明書）
（３ヶ月以内に発行されたもの） ２５～２６頁参照

・法務局が発行したもので、身分証明書をつけた者すべてについて添付すること。

（※証明事項→成年被後見人、被保佐人とする記録がない。）

※10、11、12の書類は、未成年者の役員については、本人の略歴書のほか、法定代理人の商 行為に

対する同意書及び続柄のわかる住民票の写しを添付すること。また、法定代理人が、役員に含まれて

いない場合は、法定代理人についても略歴書、身分証明書、法務局の登記事項証明書が必要。

13 登記事項証明書(商業登記簿謄本)（３ヶ月以内に発行されたもの）

・現在事項全部証明・履歴事項全部証明のどちらでも可能

・登記をした法務局（登記所）で発行されるもの。

・登記事項は現在の内容と一致していることが必要である。

・法人で新規免許申請する場合、目的に「宅地建物取引業法に基づく不動産取引

業」が記入されていること。

※役員の登記を要さない法人の場合（農業協同組合など）は、役員の選出について

の会議の議事録の写しを添付すること。

14 代表者の住民票【個人の場合】 （３ヶ月以内に発行された、個人番号がないもの）

住所地の市区町村長が発行するもの。（本籍地及び続柄の記載は不要。）

ただし、住所地の市区町村が住民基本台帳ネットワークシステム参加団体であっ

て、かつ代表者本人が本人確認情報の利用を希望する場合は、住民票の写しの添付

を省略できます。（免許申請書第一面上部欄外に「住基ネット利用希望のため住民

票の写し添付を省略」と記入のうえ記名してください。）

15 資産に関する調書【個人の場合】 ＜添付書類７＞ ２７頁参照

記載する資産は宅地建物取引業に関する資産に限らず、他の事業の用に供している

資産及び私生活用の資産も含むこと。

不動産・備品等の価格は固定資産税の課税評価額等を参考にして記載すること。

摘要欄にはできるだけ具体的に価格の算定基礎等を記入すること。（土地について

は地目・面積等を、建物については構造・延床面積・建築後経過年数等）
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16 宅地建物取引業に従事する者の名簿 ＜添付書類８＞ ２８頁参照

・代表者は必ず含めること。ただし、代表取締役が複数居る場合、宅建業に従事し

ない代表者は含めない。

・役員については

①宅地建物取引業のみを業としている場合の常勤の役員はすべて含む。

②他の業種と兼業している場合は、宅地建物取引業に主として従事する役員に限る。

・非常勤役員及び一時的に事務の補助をする者(アルバイト等)は該当しない。

※監査役は、会社法第３３５条により従事者にはなれません。

17 事務所を使用する権原に関する書面 ＜添付書類５＞ ２９頁参照

・25ページの記載例にしたがって記入すること。

・アパート又はマンションの場合は、契約書(管理規約を含む。)を添付すること。

※事務所の内容等について疑義のある場合は、必要に応じ、その契約書、権利書類

の提出を求めることがあります。

18 事 務 所 の 写 真（カラー） ３０頁参照

①建物の全景(外部)

見切れてしまう場合は、撮影位置を変えて複数枚添付すること。

②事務所の入口部分(商号を掲示してあるもの)

※ビル等の場合は建物の入口部分を加えること

③事務所の内部(接客場所、事務スペース、机、椅子、固定電話は必ず撮影すること)

※事務所内の概要が確認できるように、複数枚添付すること。

④業者票、報酬額表を写したもの

※来客者の見えやすい位置に掲示されていることが分かるように、撮影位置を変え

て複数枚添付すること

⑤業者票、報酬額表の拡大写真

※業者票については必ず全体を写し、文字が判読できるものとし、記載内容は現状

としていること。報酬額表については最終校正日が読み取れるものとする。

⑥建物入口から事務所までの経路が分かる写真

※事務所がビル内等に所在する場合、または自宅の１室を事務所とする場合には、

建物入口から事務所までたどれるように、通路、階段、エレベーター等の写真を添

付すること。
⑦事務所が他の部屋とは間仕切りされていること、事務所固有の出入口があることが
分かる写真
※同一の部屋に他の法人等と同居している場合や、自宅の一部を事務所とする場合
に添付すること。事務所入口部分は事務所である旨の表示（商号等）が確認できる
ように撮影すること。

※写真の枚数制限はありません。提出された写真だけで免許要件を満たすか確認で
きない場合、追加での写真撮影・提出を求めることがあります。
※④と⑤は免許替えを除く新規申請の場合は不要です。
※住居の一部を事務所とする場合や同一の部屋に他の法人等と同居している事務所の
場合は、間仕りされていることが確認できる写真を併せて添付すること。

※事務所の所在地と居住地の住所が同じで、別棟である場合には、別棟であることが
わかる写真を添付すること。

※写真はブラインド、カーテン等は開けた状態で写すこと。
※ポラロイド写真は不可、３ヶ月以内に撮影したカラーのものを添付すること。

- 11 -



19 事 務 所 の 平 面 図 ３８頁参照

・記載例に従って作成すること。（手書き、表計算ソフトによる作成も可）

・ビル内部や自宅の一部など、事務所が建物の中にある場合は、一階部分と事務所

がある階のフロア全体の平面図を作成・添付すること。

・平面図内に事務所入口までの経路を示すこと。

20 返 信 用 封 筒

・角２封筒に、宛先（業者の所在地等）を明記。

・４９０円分の切手を貼付。（送料140円＋簡易書留料金350円）

・申請書類に綴じ込まず、申請書類に添えて、提出すること。

※レターパックライト（青色）不可、レターパックプラス（赤色）は可
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８．記入上の注意（各面に共通するものについて）

・各面にある『申請時の免許証番号』の欄は新規申請の場合は記入しないでください。

（ただし、免許換えによる申請の場合は現行の免許証番号を記入してください。）

・＊印の欄は記入しないでください。

・数字はすべて１マス１文字とし、右詰めで記入してください。

記 入 例

① 役名コード ０ １ ② 登 録 番 号 １ ０ ０ ５ ４ ３ ２ １

フ リ ガ ナ ク ゛ ン マ タ ロ ウ

③ 氏 名 群 馬 太 郎 確認欄

④ 生 年 月 日 Ｓ ２ １ 年 ０ ５ 月 ０ ５ 日 ＊

① 役名コード（１６ページ参照）は法人のみ該当するコードを記入してください。

（個人業者は記入不要）

② 登録番号は宅地建物取引士である場合に、宅地建物取引士の登録番号を記入してくだ

さい。専任の宅地建物取引士でなくても必ず記入してください。

③ 濁点、半濁点についても１マスとして記入してください。

フリガナ、氏名の欄はどちらも姓と名前との間は１マスあけて記入してください。

④ 生年月日は上記のように数字を記入してください。一番左の元号を記入する欄には下

記の要領にしたがって英文字を記入してください。

Ｍ－明治 Ｔ－大正 Ｓ－昭和 Ｈ－平成 Ｒ－令和

◆所在地（市区町村コードおよび所在地について）

市区町村コードはコード表（５７頁に一部抜粋）で調べて記入してください。

所在地市区町村コード記入欄の右側には、市区町村コードで表される市区町村

名を都道府県名から記入してください。所在地の欄には、市区町村名に続く町名

から記入してください。

群馬県以外のコードについては、
県土整備部 住宅政策課 宅建業係へお問い合わせください。
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第 一 面 の 記 入

（１４ページの記入例とあわせて読んでください。）

① 商 号 又 は 名 称 法人の場合は登記事項証明書(商業登記簿謄本)の商号と同一のもの
を略さず記入してください。個人業者の場合は屋号を記入してくだ
さい。

所 在 地 法人の場合は登記事項証明書(商業登記簿謄本)に記載された所在地
と一致させてください。

② 免 許 の 種 類 新規の場合は「１」を免許換え新規の場合は「２」を更新の場合は
「３」を記入してください。免許換え新規の場合は、右側の『免許
替え後の免許権者コード』も記入してください。

③ 商 号 又 は 名 称 記入例の要領にしたがって略さず記入してください。

④ 法人・個人の別 法人は「１」を、個人業者は「２」を記入してください。

⑤ 代表者又は個人 細かい点については１３ページの記入例にしたがって記入してくだ
に関する事項 さい。

⑥ 兼 業 コ ー ド 宅地建物取引業の他に兼業がある場合は、下表よりあてはまる２ケ
タの数字を記入してください。宅地建物取引業の他に行っている事
業がない場合には「５０」を記入してください。

01 農 業 06 製 造 業 11 不 動 産 賃 貸 業

02 林 業 07 電気･ガス･熱供給･水道業 12 不 動 産 管 理 業

03 漁 業 08 運 輸 ・ 通 信 業 13 サ ー ビ ス 業

04 鉱 業 09 卸売・小売業・飲食業 14 そ の 他

05 建 設 業 10 金 融 ・ 保 険 業 50 兼 業 な し

⑦ 所属団体コード 現在所属している不動産関係業者団体があれば下表よりあてはまる
２ケタの数字を記入してください。所属している団体がない場合は
「５０」を記入してください。

01 （一社）マ ン シ ョ ン 管 理 業 協 会 11 （一社）不 動 産 流 通 経 営 協 会

（公社）全国宅地建物取引業協会連合会
04 12 そ の 他

の 会 員 で あ る 各 協 会

（一社）全 国 住 宅 産 業 協 会 又 は
05 （公社）全 日 本 不 動 産 協 会 13

そ の 会 員 で あ る 各 協 会

（一社）日 本 ビ ル ヂ ン グ 協 会 連 合 会
09

の 会 員 で あ る 各 協 会

10 （一社）不 動 産 協 会 50 所 属 団 体 な し

※ （一社）群馬県宅地建物取引業協会は『０４』です。

⑧ 資 本 金 千円単位で右詰めで記入してください。個人業者はこの欄の記入は
不要。
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第 二 面 の 記 入

◇ このページは法人業者のみが記載してください。（個人業者は記入不要）

◇ 登記事項証明書(商業登記簿謄本)の役員欄に記載されている役員は、もれなく全員記

載してください。（監査役も含む。）

◇ ただし、第一面に記入した代表者については、第二面では記載しないでください。

◇ 役員の人数が多く、１枚では書ききれない場合は用紙をコピーし、追加してください。

◇ 記入についての細かい点は１３ページの記入例を参照し、記入してください。

記 入 例

（第二面）

１ ２ ０

受付番号 申請時の免許証番号 第一面と同じ

＊ １ ０ （５） ２ ７ ２ ４ ３

項番 ◎役員に関する事項（法人の場合）

21 役 名 コ ー ド ０ ２ 登 録 番 号

フ リ ガ ナ マ エ ハ ゛ シ ハ ナ コ

氏 名 前 橋 花 子 確認欄

生 年 月 日 Ｓ ２ ５ 年 １ １ 月 ０ ３ 日 ＊

宅地建物取引士登録をしている場合に記入する

21 役 名 コ ー ド ０ ２ 登 録 番 号 １ ０ ０ ８ ８ ８ ８ ８

フ リ ガ ナ サ ワ イ チ ロ ウ

氏 名 佐 波 一 郎 確認欄

生 年 月 日 Ｔ １ ３ 年 ０ ２ 月 １ １ 日 ＊

① 役名コード この欄には下表より当てはまる２ケタの数字を記入してください。

01 代表取締役 05 社 員 13 代 表 執 行 役
（株式会社・有限会社） （持分会社） （株式会社）

02 取 締 役 07 理 事 14 執 行 役
（株式会社・有限会社） （株式会社）

03 監 査 役 08 監 事 15 会 計 参 与
（株式会社・有限会社） （株式会社）

04 代 表 社 員 09 そ の 他
（持分会社）

平成１８年５月の会社法施行により、コード番号が一部変更されています。

※ 代表取締役が複数存在するときには、そのすべての者について「０１」を記入すること。

※ 農業協同組合法等に基づく代表理事の場合には、「０１」を記入すること。
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第 三 面 ・ 第 四 面 の 記 入

◇ 第三面・第四面は店舗ごとに作成してください。

※第四面で該当がない場合は、第四面の右上余白に『該当なし』と記入してください。

◇ 従たる事務所がある場合については、事務所を代表する者を政令第２条の２で定める
使用人として定め、第三面の項番３２の欄に記入してください。

◇ 第四面は、専任の宅地建物取引士の数が多い場合の追加として使用してください。
また、第四面も第三面に合わせて事務所ごとに作成してください。

◇ 記入については下記の要領にしたがって記入してください。第四面の記入についても
下記の要領にしたがって記入してください。

◇ 用紙が不足しそうな場合は、あらかじめコピーを用意しておいてください。

記 入 例

（第三面）

１ ３ ０

受付番号 申請時の免許証番号 第一面と同じ

＊ １ ０ （５） ２ ７ ２ ４ ３

項番

30 事 務 所 の 別 １ １．主たる事務所 ２．従たる事務所 ＊ 事務所コード

事 務 所 の 名 称 本 店

◎事務所に関する事項

31 郵 便 番 号 ３ ７ １ ８ ５ ７ ０

所在地市区町村コード １ ０ ２ ０ １ 群 馬 都道府県 前 橋 市郡区 区町村

大 手 町 一 丁 目 １ 番 １ 号
所 在 地

電 話 番 号 ０ ２ ７ － ２ ２ ３ － １ １ １ １ 確認欄

従事する者の数 ３ ＊

◎政令第２条の２で定める使用人に関する事項

32 登 録 番 号

フ リ ガ ナ

氏 名 確認欄

生 年 月 日 年 月 日 ＊

◎専任の宅地建物取引士に関する事項

41 登 録 番 号 １ ０ ０ ５ ４ ３ ２ １

フ リ ガ ナ グンマ タロウ

氏 名 群 馬 太 郎 確認欄

生 年 月 日 Ｓ ２１ 年 ５ 月 ５ 日 ＊
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※第四面で該当がない場合は、右上余白に『該当なし』と記入してください。

該当がない場合でも、更新申請の場合は、免許証番号・事務所の別・事務所の名称
は記載してください。

記 入 例

（第四面）

該当なし
１ ３ ０

受付番号 申請時の免許証番号 第一面と同じ

＊ １ ０ （５） ２ ７ ２ ４ ３

項番

30 事 務 所 の 別 １ １．主たる事務所 ２．従たる事務所 ＊ 事務所コード

事 務 所 の 名 称 本 店

◎専任の宅地建物取引士に関する事項（続き）

41 登 録 番 号

フ リ ガ ナ

氏 名 確認欄

生 年 月 日 日 ＊

◎専任の宅地建物取引士に関する事項（続き）

41 登 録 番 号

フ リ ガ ナ

氏 名 確認欄

生 年 月 日 日 ＊

◎専任の宅地建物取引士に関する事項（続き）

41 登 録 番 号

フ リ ガ ナ

氏 名 確認欄

生 年 月 日 日 ＊

◎専任の宅地建物取引士に関する事項（続き）

41 登 録 番 号

フ リ ガ ナ

氏 名 確認欄

生 年 月 日 日 ＊
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添付書類 (１ )第一面の記入について

記 入 例 添 付 書 類 (1) （Ａ４）

（第一面）

宅 地 建 物 取 引 業 経 歴 書

１．事業の沿革

最初の免許 組 織 変 更

昭和62年 4月 6日 平成 5年 3月 5日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

㈱○△興産から
群馬県知事 ㈱群馬県に商号

変更

※「最初の免許」の欄は、新規で免許を受けたときの免許年月日と免許権者を記入すること。（新規申請の場合は「新規」と記入）

法人＝事業年度、個人＝歴年で記入
２．事業の実績 初回更新の場合は、免許有効期間の開始日を記入
イ.代理又は媒介の実績

21年12月 1日から 22年12月 1日から 23年12月 1日から 24年12月 1日から 25年12月 1日から
期 間 22年11月30日まで 23年11月30日まで 24年11月30日まで 25年11月30日まで 26年11月30日まで

の１年間 の１年間 の１年間 の１年間 の１年間

種類 売買・交換 貸 借 売買・交換 貸 借 売買・交換 貸 借 売買・交換 貸 借 売買・交換 貸 借内容

（売買） ３ １ ５

件 数
（交換） １

宅

価額
(千円) 173,100 50,000 210,000

地
4,602,000 1,560,000 5,830,000

手数料
530,000 手数料は円単位

件 数
１８ １３ ２

建

価額
(千円)

物

手数料
810,000 693,000 31,000

宅
件 数

地

及 価額
(千円)

び

建
手数料

物

３ １ ５

件 数
１ １８ １３ ２

合

価額
(千円) 173,100 50,000 210,000

計
4,602,000 1,560,000 5,830,000

手数料
530,000 810,000 693,000 31,000

※ 法人の場合は事業年度により、個人の場合は暦年により作成すること。

この１年間分については、決算書の数字と照合します。

決算書の数字と合わない場合は、決算書の余白に内訳等を記載してください。【記載例２２ページ】
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添付書類 (１ )第二面の記入について

記 入 例

（第二面）

初回更新の場合は、免許有効期間の開始日を記入
ロ.売買・交換の実績 金額欄は全て千円単位です。

期 間 21年12月 1日から 22年12月 1日から 23年12月 1日から 24年12月 1日から 25年12月 1日から
22年11月 30日まで 23年11月 30日まで 24年11月 30日まで 25年11月 30日まで 26年11月 30日まで

種 類 の１年間 の１年間 の１年間 の１年間 の１年間

宅 件 数

地 価額(千円)

売 建 件 数

物 価額(千円)

建及宅 件 数 ５ １

却 物び地 価額(千円) ２５０，０００ ８５，０００

合 件 数 ５ １

計 価額(千円) ２５０，０００ ８５，０００

宅 件 数 ５ １

地 価額(千円) ２００，０００ ３，８００

購 建 件 数 ２

物 価額(千円) １００，０００

建及宅 件 数 １

入 物び地 価額(千円) ９０，５００

合 件 数 ５ ３ １

計 価額(千円) ２００，０００ １９０，５００ ３，８００

宅 件 数

地 価額(千円)

交 建 件 数

物 価額(千円)

建及宅 件 数

換 物び地 価額(千円)

合 件 数

計 価額(千円)

↑

この１年間分については、決算書の数字と照合します。（千円未満切捨）

決算書の数字と合わない場合は、決算書の余白に内訳等を記載してください。【記載例２２ページ】備 考

１ 新規に免許を申請する者は、「最初の免許」の欄に「新規」と記入すること。

２ 「組織変更」の欄には、合併又は商号若しくは名称の変更について記入をすること。

３ 「期間」の欄には、事業年度を記入すること。

４ 「売買・交換」の欄には、上段に売買の実績を、下段に交換の実績を記入すること。
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決 算 書 に つ い て

【法人申請の場合のみ】

■ 法人で免許を申請する場合のみ添付してください。

※商号が確認できる決算書の「表紙」も添付してください。

◆ 新規免許申請の場合

存続法人 申請直前１か年分の 「貸借対照表及び損益計算書」を添付する。

※必要に応じて別に内訳を求めることがあります。

新設法人 会社設立の年月日を記入した 「開始貸借対照表」を作成し、添付する。

（注）いわゆる休眠法人であった法人は、必要書類について県住宅政策課 宅建業係へ

事前にご相談ください。

法人設立時の「開始貸借対照表」の作成例

開始貸借対照表

※会社設立の年月日を記入する。 令和○年○月○日現在

資 産 負 債 ・ 資 本

科 目 金 額 科 目 金 額

現金 １５，０００，０００円 資本金 １５，０００，０００円

合 計 １５，０００，０００円 合 計 １５，０００，０００円

商 号 又 は 名 称
氏 名
(法定代理人氏名)

◆ 更新免許申請の場合

◇ 申請直前１か年分の「貸借対照表及び損益計算書」を添付する。

◇ 宅地建物取引業経歴書に記載された金額と照合するので、業経歴書の金額と決算書の金額が

一致しない場合は、下記の記入例のように（ ）で内書きしたり明細をつけるなど、分かりや

すくしておくこと。

「損益計算書」の記入例

損益計算書

自 平成22年12月１日

至 平成23年11月30日（単位:円）

（売上高）

売 上 高 ９２，０９１，０００ 手数料 5,861,000

売 却 85,000,000

（売上原価）

売 上 原 価 ４，６６１，０００ （ 購 入 3,800,000 ）
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添 付 書 類 ( 6 ) の 記 入 に つ い て

記 入 例 添 付 書 類 (6) （Ａ４）

略 歴 書

住 所 群馬県前橋市△△町１－２－３－４０５
電話番号（０２７）＊＊＊－＊＊＊＊

(ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ) ｸﾞﾝ ﾏ ﾀ ﾛｳ
氏 名 群 馬 太 郎 生年月日 昭和 ２１ 年 ５ 月 ５ 日

職 名 代表取締役、専任の宅地建物取 登録番号 １０－０５４３２１
引士

期 間 従 事 し た 職 務 内 容

自 昭和44年 4月 1日

至 昭和62年 1月 31日 ○×商事 株式会社 勤務（営業）

自 昭和62年 2月 1日 株式会社 群馬県 設立

至 年 月 日 代表取締役並びに専任の宅地建物取引士に就任

自 年 月 日

職 歴 至 年 月 日 現在に至る

自 年 月 日

至 年 月 日 ※ 就職後のすべてを記入すること。

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

上記のとおり相違ありません。

令和 ××年 ○月 ○×日

氏 名 群 馬 太 郎

◇ 略さず詳しく記入してください。また、現在従事している場合は「現在に至る」と記入してください。

◇ 職歴は宅地建物取引業以外の業種に従事した場合も、略さず記入してください。

◇ 用紙中の登録番号は宅地建物取引士の登録番号のことです。宅地建物取引士の資格を有する者については、

専任の宅地建物取引士でなくても必ず登録番号を記入してください。

◇ 役員が専任の宅地建物取引士を兼ねているなどの場合、略歴については１枚で結構です。

◇ 氏名欄には略歴書に記載された本人の氏名を記名してください。

◇ 用紙が不足しそうな場合は、あらかじめコピーした用紙を追加してください。
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添 付 書 類 ( ７ ) の 記 入 に つ い て

【個人申請の場合のみ】

記 入 例 添 付 書 類 (7)

資 産 に 関 す る 調 書

令和 ○年 ○月 ○日現在（Ａ４）

資 産 価 格 摘 要

資 産

現 金 預 金 ７，０００，０００円

有 価 証 券

未 収 入 金

土 地 ４０，０００，０００円

建 物 １０，０００，０００円

備 品 ３，５００，０００円

権 利 １５０，０００円

そ の 他

計 ６０，６５０，０００円

負 債

借 入 金 ３０，０００，０００円

未 払 金 ５００，０００円

預 り 金

前 受 金

そ の 他

計 ３０，５００，０００円

備 考

１ この調書は、個人の業者のみが記入すること。

２ 「権利」とは、営業権、地上権、電話加入権その他の無形固定資産をいう。

３ 価格の単位を記入すること。

（個人申請の場合のみ添付してください。）

◇ 資産とは、宅地建物取引業に関する資産に限らず、他の事業の用に供している資産及び私生活用の

資産も含む。

◇ 「年月日」は、免許申請日（更新を含む）前３ヶ月以内の時点で記入する。

◇ 「資産」の「土地」「建物」「備品」及び「権利」の欄は、時価で記入する。
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添 付 書 類 ( 8 ) の 記 入 に つ い て

添 付 書 類 (8)

宅地建物取引業に従事する者の名簿 （Ａ４）

１ ７ ０

受付番号 申請時の免許番号

＊ １ ０ （5） ２ ７ ２ ４ ３ 第一面と同じ

事務所コード

＊

事務所の名称 本 店

従 事 す る 者 ３ 名 うち専任の宅地建物取引士 １ 名

項番

61 業 務 に 従 事 す る 者

従業者証 主たる 宅地建物取引士
氏 名 生 年 月 日 性 別 であるか否かの

明書番号 職務内容 別

1 群 馬 太 郎 S 2 1 0 5 0 5 ①男2.女 870401 代表専任 ○[群馬 54321]

2 前 橋 花 子 S 2 5 1 1 0 3 1.男②女 870402 営 業 [ ]

3 佐 波 一 郎 T 1 3 0 2 1 1 ①男2.女 870403 営 業 [群馬 88888]

4 1.男2.女

＊ この用紙は事務所ごとに作成してください。
（用紙が不足しそうな場合はあらかじめコピーしてください。）

◇ 宅地建物取引業に従事する者について記入してください。その際、代表者は必ず記入してください。

◇ 氏名の欄には１マス１文字として漢字で記入してください。姓と名前との間は１マスあけてくださ
い。

◇ 従業者証明書番号は、更新申請の場合は必ず記載し、新規申請の場合は空欄のまま提出してくださ

い。（※免許切れの場合→新規扱い ※組織替えの場合→更新に該当）

免許有効期間内に従事者が増えた場合は、下記の要領にしたがって決めてください。

例）その１． Ａさん‥‥平成９年 ４ 月入社

１９９７ ０４ ”９７０４＊＊”となります。

・西暦の下２ケタと月の２ケタを従業者証明書番号の頭に使ってください。

・右上番号中の＊の部分は通し番号で記入してください。

その２． Ｂさん‥‥平成１８年 １０月入社

２００６ １０ ”０６１０＊＊”となります。

◇ 主たる職務内容については下記の要領にしたがって記入してください。

・代表取締役＝代表者、専任の宅地建物取引士＝専任、政令の使用人＝政令
・その他の者については、総務、営業、経理、企画等を記入してください。

◇ 宅地建物取引士であるか否かの別について

・専任の宅地建物取引士の場合は上記のように○印を記入し、その横に登録番号も記入してくださ
い。

・専任の宅地建物取引士でなくても宅地建物取引士の資格を有する者については、その登録番号
を記入してください。
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添 付 書 類 ( 5 ) の 記 入 に つ い て

記 入 例 添 付 書 類 (5) （Ａ４）

事務所を使用する権原に関する書面

事 務 所 の 所 有 者 が 申 請 者 と 異 な る 場 合
事 項 所 有 者

契 約 相 手 契 約 日 契 約 期 間 契 約 形 態 用 途

（事務所名） 令和元年

本店 ○×株式会社 ○× 令和元年 ５月１日

株式会社 より 賃貸借 事務所

（所 在 地） 代表取締役 代表取締役 ５月１日 令和５年

群馬県前橋市大手町 赤城 勤 赤城 勤 ４月３０日

一丁目１番１号 (自動更新)

（事務所名）

所有者と同じ場合は所有

（所 在 地） 者名、転貸借の場合は原

貸借者名を記入

（事務所名）

（所 在 地）

（事務所名）

（所 在 地）

（事務所名）

（所 在 地）

上記の記載内容について、事実と相違ないことを誓約します。

令和 ××年 ○月 ×○日

商号又は名称 株式会社 群馬県

氏 名 代表取締役 群 馬 太 郎

◇ 所在地の欄の記入で、所在地が賃貸借契約書、土地建物登記簿謄本等の地番と異なる場合には両方を併記してください。その

際、上段には申請書の第一面で記載した所在地を記載し、下段には地番を記入してください。ビルの一部の場合は階層も記入

してください。

◇ 事務所の所有者の欄には所有者を記入してください。所有者が法人の場合には代表取締役の氏名も必ず記入してください。

◇ 『事務所の所有者が申請者と異なる場合』の欄には、事務所所有者と申請者が異なる場合にのみ記入してください。

◇ 契約期間の欄には、契約上の契約期間が満了しており自動更新となっている場合には、「自動更新」と付記してください。

◇ 用途の欄には契約書上の用途を記入してください。

◇ 事務所の数が多く、一枚で書ききれない場合にはあらかじめコピーした用紙を追加して使用してください。
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